
© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office

EPAの「いろは」セミナー
～生鮮果実・野菜編～

2021年7月15日

東京共同会計事務所



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 2

■弊所のご紹介

問合せ番号 ： 03-5219-8074
メールアドレス ： epa.info@tkao.com
Website ： www.tkao.com/epa/

構成員：273名 （2021年7月1日現在）

- 公認会計士 (30名) 

- 会計士補・公認会計士新試験合格者 (2名)

- 税理士 (44名)

- 税理士科目5科目合格者 (3名)

- 科目合格者 (16名)

- 司法書士 (7名)

- 行政書士 (3名)

‐ 弁理士（3名）

- 通関士有資格者 (12名)

社名 ：東京共同会計事務所

設 立 ：1993年8月

所在地 ：東京都千代田区丸の内3-1-1 

国際ビル9階

代表者 ：内山 隆太郎

対応言語 ：日本語・英語・中国語・ベトナム語 ・タイ語

はじめに

mailto:epa.info@tkao.com
http://www.tkao.com/epa/
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■TKAOの概要 -トレード・コンプライアンス部-

JAFTASは、
契約企業とサプライヤーを繋ぎ
FTA原産性調査を行うクラウドサービス

比類ないEPA/FTA業務支援実績
国内で最も経験豊富な

EPA/FTAプロフェッショナル集団

■EPA/FTAコンサルティング事業 ■原産性証明システム事業

トレード・コンプライアンス部では、

EPA/FTAに関するサービスを２つのサービスラインで展開

※サービス提供は、株式会社トレードコンプライアンスで実施しております。

はじめに
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■本セミナーの流れ

EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

はじめに

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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■本日のゴール

はじめに

本セミナー受講後には、
このようになっていることが目標です！

EPAのメリット
が分かった！

EPAを使うため
に必要な手続き
が分かった！

EPAを
使えそうな気が

してきた！
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■日本の食品輸出動向

引用：令和２年 農林水産物・食品の輸出額 に一部加筆
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-274.pdf

はじめに

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（単位：億円）

+1.1％
（前年比）

（2030年）

今後ますます食品輸出のチャンスは広がっていくことが想定される

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-274.pdf
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■日本の食品輸出動向

1

7

7

10

13

14

その他

流通効率化

付加価値向上

規制対応

現地マーケットニーズへの対応

安定した販売チャネルの確立&コスト削減

0 2 4 6 8 10 12 14 16件数

はじめに

EPA活用効果は現地コスト削減・販売先拡大
農林水産大臣賞（平成29年ー令和2年度）事例分析
輸出促進のために実施した施策

安定した販売チャネルの確立・現地コスト削減

※

※データ出典：輸出に取り組む優良事業者表彰 よりTKAOが分析し作成
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/torikumi_zirei/index.html

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/torikumi_zirei/index.html
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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■「関税」？？たまにニュースで聞くけどなんだっけ？

課税価格
現実支払価格+
輸入港までの運
賃・保険料等

第一部：EPAとは？

関税＝海外から商品を輸入する際にかかる税金
海外から輸入される商品に税金をかけることで、
輸入品に対するコストを増加させ、国内の産業を守る効果がある

輸出

100円 120円

りんごの関税率が20％だった場合

日本 世界

＝100円+ 20円
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■「関税が削減・撤廃される」ってどういうこと？

全ての国に同じ関税率
(MFN税率)

日本に対してのみ低い関税率
(EPA（FTA）税率)

WTO : World Trade Organization (世界貿易機関）
MFN：Most Favoured Nation Treatment (最恵国待遇)
MFN税率：通常適用される関税率

出所：入門ガイド 貿易のコスト削減 ～トクするFTA活用法～（経済産業省）、外務省HP

第一部：EPAとは？

輸入するときにかかるコストを削減するということ
通常より低い関税率が適用されることによって、関税額を削減できる

＊現実支払価格+輸入港までの運賃・保険料等

＝×
課税価格*

100円

関税額

20円20％ ＝×
課税価格*

100円

関税額

0円0％
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■例えばこの果物・野菜、どれくらい下がる？

輸出産品 協定 適用前関税率 適用後

りんご ベトナム 8.0% 0％日ベトナム

輸出国

かんしょ タイ 0％
日タイ

日アセアン
40.0％

温州

みかん
ベトナム 30.0% 0％日ベトナム

いちご インド 30.0% 0％日インド

第一部：EPAとは？

※冷凍の場合は30%

税率は国・産品によって異なる（EPA適用による関税率削減例）
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■輸出者・生産者にもメリットある？

100

20

80

EPA適用前 EPA適用後

輸出

価格競争力UP

もっとたくさん
売っていこう！

販売量UP
販路拡大

第一部：EPAとは？

EPA対応の依頼に協力

輸出者・生産者も
HAPPY！

EPAに
協力しよう

日本から
買おう！

輸入者のコスト削減 ＝ 利益UP

削減できた
関税額

※輸入関税が売主負担となるインコタームズDDP（インコタームズ2020）の場合は対象外
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■EPA利用のチャンスが拡大している！

2019年2月1日発効

2018年12月30日発効

ベトナム

マレーシア

シンガポール

ブルネイ チリ

カナダメキシコ

ニュージーランド

オーストラリア

ペルー

（上記4か国は発効手続中）

先行の協定（15協定）
2017年以前に発効した協定

オーストラリア ニュージーランド

アセアン10ヶ国
(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、
タイ、ベトナム)

中国 韓国

署名済み（2020年11月15日署名）

日EU協定

2021年1月1日発効

日英協定

CPTPP

2020年1月1日発効

日米貿易協定

RCEP協定＜未発効＞

第一部：EPAとは？

アジアを中心に現在19協定が利用可能
2018年以降メガEPA【CPTPP/日EU/RCEP】を相次いで締結
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■日本の輸出先、どの国でEPAを締結している？

相手国
第三者証明制度

自己証明
制度

相手国
第三者証明制度 自己証明制度

二国間 日アセアン RCEP*² CPTPP 二国間 RCEP*² 二国間 CPTPP

マレーシア 日マレーシア ○ ○ ○*¹ オーストラリア 日オーストラリア ○
日オーストラリアは

自己証明制度もあり
○

タイ 日タイ ○ ○*³ ニュージーランド ○ ○

フィリピン 日フィリピン ○ ○ ペルー 日ペルー ○*¹

ベトナム 日ベトナム ○ ○ ○ メキシコ 日メキシコ ○

ブルネイ 日ブルネイ ○ ○ ○*¹ チリ 日チリ ○*¹

シンガポール 日シンガポール ○ ○*³ ○ カナダ ○

ミャンマー ○ ○ アメリカ合衆国 日米貿易協定

ラオス ○ ○ EU 日EU協定

カンボジア ○ ○ スイス 日スイス

インドネシア 日インドネシア ○ ○ イギリス 日英協定

インド 日インド 中国 ○*³

モンゴル 日モンゴル 韓国 ○

認定輸出者制度導入

*1 ブルネイ、チリ、ペルー、マレーシアでは2021年7月14日時点で未発効のため、利用できません。

第一部：EPAとは？

相手国一覧

*2 RCEPは将来的に自己証明制度も利用可能になる可能性がございます。 2021年7月14日現在は未発効

*3 2021年7月14日現在、国内手続きが完了している国は、シンガポール、中国、タイ、日本。
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■証明制度とは？どんな違いがある？

第三者証明制度 認定輸出者制度* 自己証明制度

1 証明書 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書
原産地証明書

（自己申告書）

2 ポイント
日本商⼯会議所（日商）
への手続きが必要

・日商手続き不要
・経済産業省の認定必要
（認定有効期限：3年）

・日商手続き不要
・経済産業省の認定不要

3 時間・コスト

＜時間＞
・企業登録: 原則7営業日
・判定依頼～承認: 原則3営業日
・発給申請～取得: 原則2営業日

＜コスト＞
・発給費用: 1件2,000円+500円×
産品数

＜時間＞
認定輸出者自ら原産地証明書を作成
することができるため、第三者証明制度
と比較すると短時間で書類準備が可能。
＜コスト＞
登録免許税法に基づく登録免許税: 
９万円
認定更新手数料: 5,000円（電子申
請の場合は4,550円）
※登録・更新費用以外は無料。

＜時間＞
輸出者自ら証明するため、第三者証
明制度と比較すると短時間で書類
準備が可能。

＜コスト＞
日商手続きや経済産業省の認定な
ど公的手続きが不要な為、他の2つ
の制度と比べコストもかからない。

第三者証明制度 認定輸出者制度 自己証明制度
時間
コスト > >

第一部：EPAとは？

各EPAで採用されている証明制度が異なる

複数の証明制度が採用されている場合は、「時間」と「コスト」で比較

*認定輸出者制度を採用している協定は、日メキシコ協定、日スイス協定、日ペルー協定

各EPAと証明制度
の一覧はP14参照
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■EPAを使ってみたくなってきた！何から始める？

EPAを利用
するために

日本で栽培・収穫
されていること

証明書を
輸入国税関へ提出

原産地
証明書

関税削減
対象品目である

関税削減
対象外

EPA利用によるメリットなし

(1)

(3)

生鮮果実・野菜の場合

第一部：EPAとは？

EPAを利用するためには3つの条件を満たすこと

EPAを利用するためには、関税削減対象品目であることを前提として
大きく分けて3つの条件を満たしていることが必要

積送基準
(2)
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■積送基準ってどんな基準？

輸入国日本
①直送

第三国

②税関管理下

②の場合においては、輸入者は輸入国の要請に応じて、
通し船荷証券などの運送書類、
経由地で実質的な加⼯を施していないことを示す根拠（非加⼯証明書等）
を提出する必要がある

第一部：EPAとは？

輸入国に到着するまで原産品としての資格があるか？

原産品が輸入国へ到着するまでに、原産品としての資格を失って
いないかどうか確認が必要

品物
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■証明書ってどんな証明書？

輸出者

輸入申告時にこれらの
書類を一緒に提出する

輸入者 輸入国税関

第一部：EPAとは？

原産品であることを証明する書類（原産地証明書）

原産地証明書を輸入国税関に提出することで、
EPA税率（関税削減）が適用される

原産地
証明書

原産地
証明書

原産地
証明書

輸入
申告

品物 品物



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 19

EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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■まずは手続きの全体の流れを知りたい！

輸出者 輸出者

※認定輸出者制度を利用する場合は、事前に経済産業省の認定を受ける必要があります。
認定申請の方法等については、経済産業省HPをご確認ください。農林水産省「EPA利用早わかりサイト」にもリンクを掲載しています。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/approved.html

第二部：EPAを適用するための手続き

EPA適用までのSTEP

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

第三者
証明

農水省
早見表

で協定決定

産地
を確認

生産者

生産証明書
の取得

第一種
特定原産地

証明書
の取得

原産地
証明書

（自己申告書）

の作成

書類
の保存

生産者
へ依頼

自己
証明

※認定輸出者制度は、自己証明制度と同じステップになりますので、説明を割愛します。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/approved.html
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■STEP1 早見表で協定決定 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

②＜1. EPAを利用してより有利な
条件で輸出してみませんか＞
に掲載されている
『EPA関税率早見表』を確認

※生鮮野菜・果実については、EPAで低い関税が設定されている場合でも、輸出先国の検疫措置等により、実際には輸出が停止
又は条件が付されている場合があります。輸出先国の検疫措置の詳細については、農林水産省植物防疫所にお問い合わせ下さい。
また、EPA利用早わかりサイトにも情報掲載しておりますので、適宜ご参照ください。

第二部：EPAを適用するための手続き

農林水産省が公開している「EPA関税率早見表」を活用

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

①「EPA利用早わかり」で検索

早見表に掲載されていない産品については、
農林水産省 EPA利用相談窓口にお問い合わせください。

epariyousoudan@maff.go.jp

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_kamotu.pdf

※輸出する産品のHSコードについては、事前に輸入国側の税関にもご確認ください。

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_kamotu.pdf
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MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

りんご（生鮮）

0808.10
地域 国名 協定名

使用する
HSコード

第
三
者
証
明
（
商
工
会
議
所
）

自
己
申
告
（
自
己
証
明
）

認
定
輸
出
者
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■STEP1 早見表で協定決定

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

協定決定のポイント

①MFN税率とEPA税率を比較
して関税削減効果があるか

②どの協定が最も効果が
大きいか

③時間・コストで比較して
どの証明制度を使うか

①
②

③
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■STEP2 産地を確認

出荷伝票
納品日：2021.07.15
ＡＢＣ商事 様

伝票番号 1234567

納品者：JA〇〇
□□県△市◇町123

明細

No. 品名 数量 金額

1 □□県産 りんご 3箱 ****

生産者：農業太郎 △市◇町456
(TEL:**-****-****)

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

日本で栽培・収穫していることを客観的に示す書類

契約書・仕入書・伝票などから、下記内容に基づいて、輸出産品の
産地を確認する

生産者名

収穫地

生産者の
所在地・連絡先
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■STEP3 生産証明書の取得

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

「農林産品に係る生産証明書」は、

生産者 or 生産者から直接集荷・購入した者 が作成

■生産者から直接購入していない場合は、取引先を通じて依頼

生産証明書の作成
お願いします！

依頼

回答

生産
証明書

作成したよ！

■STEP3は第三者証明制度の場合のみ実施
自己証明制度の場合は、STEP3はスキップしてSTEP4へ

記載内容について
は第三部でご案内

します！

■「生産者から直接集荷・購入した者」とは例えば「農協」
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輸入者輸出者

25

■STEP4 原産地証明書の取得

②判定承認

③輸出に
合わせて
発給申請

⑤送付

※判定依頼とは？
輸出品が協定で規定された原産地基準を満たしていることを証明し、その内容について、日商に審査を依頼すること。承認を受けることで、第一種特定原産地証明書の発給申請を行うことが可能となる。
判定依頼を行うことができる者は、輸出品の生産者もしくは、輸出品が利用する協定の原産地基準を満たしていることを証明できる輸出者

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

第三者証明制度の場合、日本商工会議所から取得

生産
証明書

生産証明書
を準備

品物

第一種
特定原産地

証明書

日本商工会議所

判定依頼・発給申請は、
第三部にて実際に

日商システムの画面を
ご覧いただきながら

説明します！

原産地証明書
を取得

①生産証明書
添付して
判定依頼※

④発給

第一種
特定原産地

証明書
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■STEP4 原産地証明書の作成

日オーストラリアEPA CPTPP日EU・EPA 自己申告文

日英EPA 自己申告文

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

自己証明制度の場合、自社で作成

協定ごとに原産地証明書（自己申告書）に記載すべき情報・文面
が規定されている

記載項目は、
第四部にて

ご案内します！

各協定の原産地証明書（自己申告書）記載様式は、
農林水産省のEPA利用早わかりサイトに掲載されておりますので、こちらをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

※原産地証明書（自己申告書）は、輸出元である日本の輸出者・生産者のほか、輸出先である相手国の輸入者も作成することができます（日米貿易協定は
輸入者のみ）。本セミナーでは、輸入者自己証明制度については説明を割愛させて頂きます。

※認定輸出者制度の場合も、自社で原産地証明書（第二種特定原産地証明書）を作成。認定輸出者制度については説明を割愛させて頂きます。

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
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■STEP5 書類の保存

※１ 検認時に提出が求められる可能性は低いが、これらの書類を保管しておくことで、
関連書類の紐づけがしやすくなるという点において重要

第三者証明 自己証明

生産場所を
確認した書類

○ ○

農林産品に係る
生産証明書

○ -

原産地証明書
の写し※１

○ ○

船積書類の写し※１ ○ ○

5年間 4年間 3年間

日メキシコ協定
日マレーシア協定
日チリ協定
日タイ協定
日インドネシア協定
日フィリピン協定
日インド協定
日ペルー協定
日オーストラリア協定※3

日モンゴル協定
CPTPP※２

日EU協定※2

日英協定※2

日ブルネイ協定
日アセアン協定
日スイス協定
日ベトナム協定
RCEP※4

第二部：EPAを適用するための手続き
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

原産地証明書を取得・作成して終わりではない

輸入国側より、日本から輸入した産品が原産品であるかどうか、確認
の問合せ(検認)を受ける可能性があるため、関連書類は保存しておく

保存書類

保存期間は
協定ごとに

異なる

STEP2
の書類

STEP3
の書類

※２ 自己証明制度を採用
※３ 第三者証明制度と自己証明制度の両方を採用
※４ 未発効、第三者証明制度を採用。将来的には自己証明制度も利用可能になる可能性あり

STEP4
の書類
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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第二部で確認したSTEPに沿って、
EPAを利用するための手続きを
一緒に進めていきましょう！

■今回の設定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

生産者
林 五郎

卸売：農協
りんご花子

輸出者：東京共同商事
輸出太郎

輸入者 販売代理店：
VIETNAM FRUITS 
TRADING CO., LTD

Ms. Apple

最近ベトナム向けのりんごを輸出量が伸びないなぁ。
ベトナム側の販売代理店が米国産のりんごをプロモーションしているようだ。。
このままじゃ米国産のりんごに負けてしまう。販売代理店にもっと日本産のりんご
を売ってもらえるように、EPAを使って関税削減した分を販売代理店の
インセンティブにしたい！はじめての挑戦で不安もあるけれど頑張ってみよう！

私も協力します！
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農林水産省が公開しているEPA関税率早見表を見てみましょう！

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

■STEP1 早見表で協定決定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

りんご（生鮮）

0808.10
地域 国名 協定名

使用する
HSコード

第
三
者
証
明
（
商
工
会
議
所
）

自
己
申
告
（
自
己
証
明
）

認
定
輸
出
者

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html


© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office

チェックポイントは、

①MFN税率とEPA税率を比較 ②協定 ③証明制度でしたね！

MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

自
己
申
告
（自
己
証
明）

認
定
輸
出
者

地域 国名 協定名

使用
する
HS
コード

第
三
者
証
明
（商
工
会
議
所）

りんご（生鮮）

0808.10

① MFN税率＞EPA税率になっているので、削減効果がありますね！
②＜日ベトナム協定＞＜CPTPP＞は削減効果が大きい！
③＜日ベトナム協定＞は第三者証明制度、＜CPTPP＞は自己証明制度

今回は、はじめてのEPA挑戦なので、第三者証明制度の
＜日ベトナム協定＞で進めてみたいと思います！

■STEP1 早見表で協定決定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

32
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利用協定が決まったら、次は輸出産品の産地を確認しましょう！

出荷伝票で、
☑ 生産者名：林 五郎
☑ 生産者の所在地・連絡先：果物市リンゴ町2-2(TEL:017-111-2222)
☑ 収穫地：青森県 と確認できました！

出荷伝票
納品日：2021.07.15
東京共同商事 様

伝票番号 1234567

納品者：JAあおもりんご
青森県果物市リンゴ町1-1

明細

No. 品名 数量 金額

1 青森県産 リンゴ 3箱 ****

生産者：林 五郎 果物市リンゴ町2-2
(TEL:017-111-2222)

■STEP2 産地を確認

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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輸出産品の産地の確認が取れたら、それを生産者に証明してもらう
書類「農林産品に係る生産証明書」を入手しましょう！

仕入先である農協さんに「農林産品に係る生産証明書」
を依頼してみたいと思います！
農協さん、「農林産品に係る生産証明書」の作成をお願い致します。

承知しました！任せて！

「農林産品に係る生産証明書」の作成者：
生産者 or 生産者から直接集荷・購入した者（農協）

生産者から直接購入していない場合は、取引先を通じて
確認・依頼を進めましょう。

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

重要ポイント
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「任せて！」なんて言っちゃったけれど、
いったいどうすればいいのかしら・・・

これが、「農林産品に係る生産証明書」のフォーマットです！
一緒に記入していきましょう。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_contro
l/boekikanri/download/gensanchi/nourinsanpin.doc

「農林産品に係る生産証明書」フォーマット

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

なんだ！結構簡単なんだ！

2

3

4

1 2

3

4

6

5

1

6

5

7

7



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 37

「農林産品に係る生産証明書」提出します！
引き続き宜しくお願いします！頑張ってくださいね！

農協さん、どうもありがとうございます！
農協さんが協力してくださったおかげでとっても助かりました！

無事に入手できてよかったですね！

この証明書を発行できるのは、

生産者 or 生産者から直接集荷・購入した者（農協）
のみです。
生産者・農協から直接購入していない場合は、取引先を通じて確認・依頼を
進めていく必要があるので注意してくださいね。

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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下準備が整ったら、いよいよ原産地証明書のステップに入ります。
今回は、第三者証明制度となりますので、

日商で＜原産品判定依頼＞＜発給申請＞
の手続きを進めていきましょう！

「手続き」って難しくてにがてなんだよなぁ。

大丈夫です！一緒に一つずつ進めていきましょう。
日商の発給システムを利用するのが初めての場合、
まずは企業登録からスタートしましょう。

■STEP4 原産地証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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※1：法人ではなく個人の場合は、「住民票の写し」「印鑑証明書」「登録申請書」を郵送します

企業登録には6つのステップがあります。
この流れで手続きを進めていきましょう。

■STEP4 原産地証明書の取得＜4-1企業登録＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1
「企業登録フォーム」に入力し、送信ボタンクリック

2
日商からメール受信

3
メールに記載されたURLにアクセスし、「登録申請書」に入力

4
「登録申請書」を印刷し、サイナーの署名を肉筆で記入

「履歴事項全部証明書」と「登録申請書」を郵送※1

6 日商システムを利用するためのユーザーID・パスワードを記載した通知書を受け取る

＜郵送先＞
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番2号
日本商⼯会議所 国際部 特定原産地証明担当 電話： 03-3283-7850

5
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企業登録の詳細については、こちらも併せてご確認ください

➢ 企業登録の流れ

「法人」「個人」を選択後の画面にて、 「企業登録フォーム」の入力画面に進むことができます

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html

➢ 動画
企業登録についての説明、手続きの流れが4分弱の動画にまとめられています

https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/index.html

■STEP4 原産地証明書の取得＜4-1企業登録＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

通知書には、発給システム のURL、システムにアクセスするための
ユーザID、パスワードが記載されています。発給システムのURLは
非公開となっておりますので、通知書は大切に保管してください。

重要ポイント

日商ホームページ

①1企業1登録 ②有効期限：2年 ③登録手数料：無料

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/index.html
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-2ログイン＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

通知書に記載されている
IDとパスワードを入力します！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1

2

「原産品判定依頼書入力」→「新規入力」
の順でボタンをクリックします！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

判定依頼できる事務所は全国でも限られています。
次ページをご参照ください！

誓約内容にしっかり
目を通してから「はい」を
クリックして先に進もう！

3

4

ここでは、協定と判定事務所を選択するぞ。



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 44（出典：日商「特定原産地証明書発給申請マニュアル」）2021年4月版

参考：日本商工会議所の判定事務所と発給事務所

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、生産者情報を入力していきましょう！

判定依頼者の欄は
自動入力されているよ！Ａ11111111

輸出 太郎

株式会社東京共同商事

[企業登録番号]欄に
「999999999（９を９桁）」入力し、
社名などの情報を入力していきます。
※生産者が企業登録している場合：企業番号欄に企
業番号を入力→情報取込むボタンクリック→企業番号
に対応した生産者情報が自動で入力されます

5

6
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、HSコード・産品名・特恵基準 を入力していきましょう！

産品HS

コードを入力
産品の英語名

を入力

特恵基準を

選択

特恵基準はWOを選択

すればいいんだね！
※協定によってはＡと書かれている場合もあり
※生鮮果実・野菜の場合

WOの場合ここは
考えなくてもＯＫ！

7 8

9
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

2020年4月6日以降の判定依頼分については、発給システム上で保存書類
をアップロードすることができるようになりました。

ファイル形式はPDFのみとなりますのでご注意ください。

次ページにアップロード手順書のURLを掲載しておりますので、ご参照ください。

10 11

次に、農林産品に係る生産証明書 を添付しましょう！

従来通りメール・FAXにて
提出する場合は、こちらに
チェックを入れてください。
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参考：生産証明書のアップロード方法

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

特定原産地証明書発給システムでの原産品判定依頼に
おけるファイルアップロード機能について （判定依頼者向け）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/2003uplo
ad_manual.pdf

参考

生産証明書をアップロードする方法に
ついては、日商が公開している手順書
をご参照ください！

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/2003upload_manual.pdf


© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 49

参考：生産証明書の提出方法

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

【判定依頼者向けご連絡】全ての原産品判定における
資料提出について（2019年３月11日開始）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/190301hant
eishiryo.pdf

参考

日本商⼯会議所では
書類の全件チェックを
行っています。

生産証明書の提出が
無い場合は判定依頼は
「保留」状態となりますの
でご注意ください。

判定依頼先の商⼯会議
所の受付方法に合わせ
送付します。

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/190301hanteishiryo.pdf
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参考：東京事務所の例（アップロード以外）

※提出の仕方は、判定事務所によって異なりますのでご注意ください。

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

原産品判定における立証資料の提出について
（東京事務所からのご案内）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/tokyo
_teshutsu.pdf

東京事務所では、FAXによる提出も可能
です。※ただし、FAXが30枚を超える場合は郵送

原産品判定の申請を行ってから3営業日
以内に提出がない場合は、申請状態が
「保留」とされますので、判定依頼の後は
すぐに根拠書類をFAXしましょう。

参考

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/tokyo_teshutsu.pdf
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

WOを選択した場合、
ここは自動的に＜無＞
が選択されるんだね！

自動で表示

判定審査完了メールを希望する場合は、
[E-mail]欄に送信先のメールアドレス
を入力してください。12

13
最後に内容を確認したら、判定依頼のボタンをクリックします。
問題なければ、原則3営業日で承認されます！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1

2

「発給申請書入力」→「新規入力」
の順でボタンをクリックします！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

3

発給事務所の一覧は、44ページをご参照ください！

ここでは、

協定と発給事務所を選択するぞ。
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

英文社名

を入力

英文所在地

を入力

［発給申請者］の項目は
自動入力されているよ！

Ａ11111111

輸出 太郎

株式会社東京共同商事

Taro Yushutu

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd

次に、輸入者情報 を入力しましょう！

4
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■STEP4 原産地証明の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

船積日

（予定日）

を入力

次に、輸送手段 を入力しましょう！

ここでは、船積日（予定日）が入力必須なんだね。

5
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

[第三国インボイスの発行者]欄は、
今回該当しないため未入力で構いません。

原産品判定番号を入力
すると黄色網掛け部分は
自動入力されるんだ！

6

7

入力できたら、
＜登録＞→＜戻る＞

＜産品情報入力・修正／削除＞
ボタンをクリックし、産品情報入力
画面で必要事項（数量・単位・
インボイス番号、インボイス日付）
を入力していきましょう！

APPLE

APPLE
080810 A11111111
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、包装数量・形態を入力しましょう！

8

ケースマーク（荷印・荷物番号）とは、
輸出する貨物の外装に刷り込む記号や番号のことだね。
この項目は入力必須項目ではないので、入力しなくてもOK!
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

「本件に関するご担当者」欄は
自動で入力されるんだね。

9

次に、手数料納付方法を入力しましょう！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

＜発給申請＞ボタンをクリックしたら、
発給申請の手続き完了だ！！

10

最後に、交付準備完了メールを希望する場合は、
[E-mail]欄に送信先のメールアドレスを入力しましょう！

問題なければ、原則2営業日で発給されます！
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日ベトナム協定の書類保存期限は3年でしたよね。
この4点の書類をセットにして保存しておきます！

■STEP5 書類の保存

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Invoice Packing 
List

BL

農林産品に係る
生産証明書

生産場所
の確認書類

原産地証明書
の写し

船積書類
の写し

輸入国側より、輸出した産品が原産品であるかどうか、
確認の問合せがくる可能性もありますので、

原産品であることを示す証拠書類は保存しておいて下さいね！
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生鮮食品は、鮮度が命。
できるだけ早く手続きをしたいのですが
どうしたらよいでしょうか？

色々な手を打つことができますので、順に紹介しますね！

■Ｑ＆Ａ

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Ａ1：自己証明制度を使う

Ａ2：企業登録を先に済ませておく

Ａ3：過去に取得済の判定承認を利用する

Ａ4：GI制度を活用する

Ａ5：発給申請を船積み前にする

Ａ6：認定輸出者の認定を受ける
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日商から原産地証明書の取得
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A1：自己証明制度を利用する

自己証明制度では、生産証明書の入手、日商手続きが不要
そのため、第三者証明制度よりも早く、原産地証明書
（自己申告書）を輸入者側に送付することができる

第三者
証明

自己
証明

自社で原産地証明書
を作成

生産証明書の入手

STEP3 STEP4

不要

※各協定で採用されている証明制度の詳細はＰ14をご参照ください。

採用協定：
CPTPP、日EU協定、

日英協定、日米貿易協定、
日オーストラリア協定

第一種
特定

原産地
証明書

④発給
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A2：日商システムへの企業登録を先に済ませておく

日商システムを利用するにあたり必要となる企業登録には、
原則7営業日ほど時間がかかる
企業登録を先に済ませておくことで、生産証明書入手後すぐに
第一種特定原産地証明書の取得手続きを進められるようになり
時間短縮できる

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

第三者
証明 早見表

で協定決定
産地

を確認
生産証明書

の取得

原産地
証明書
の取得

書類
の保存

STEP4に入るまでに日商システムへの企業登録

－ 初めて日商手続きをする場合 －並行して
進めておく
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A3：過去に取得済の判定結果を利用する

過去に判定依頼をして承認された産品（同じ生産者から仕入れた
同じ産品）については、再度判定依頼をする必要はなく、
過去の判定結果を利用することが可能

輸出者

②判定承認

日本商工会議所

①生産証明書
添付して
判定依頼※1

同じ生産者
同じ産品

③輸出に
合わせて
発給申請

④発給

過去の
判定結果を
繰り返し利用

生産
証明書

第一種
特定原産地

証明書
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A4：GI制度を活用する

GI産品を輸出する場合は、原産品であることを明らかにする資料として、
生産証明書の提出に代えて、GI登録名称の記載された契約書、
仕入書、伝票等の写しと所定の様式（説明書）を提出することにより、
原産品判定の手続きを簡素化できる

生産証明書の作成
お願いします！

依頼

回答

伝票

説明書

生産証明書は不要なのね！
手続きが簡単ね！

私の自慢のGI産品、
いっぱい輸出してください！

輸出者側だけで書類の準備が
できるから、時短になるな！

卸売市場で買い付けた場合は生産証明書の取得が
難しかったけれど、この制度を使えばEPA活用できそうだ！
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＜参考＞そもそもGI保護制度とは？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の
特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称（地理的表示）
を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
＜ブランド価値を持った食材を、認め、守りながら、世界に広める取組み＞と考えることも
できます。

EPA手続きにおけるGI活用のポイント

①対象産品か確認
簡素化の対象となるGI産品については、「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定
依頼を行うことができる産品一覧」に掲載された産品のみ！GI産品全てが簡素化の対象とは
ならないので注意。対象となるGI産品は、随時更新されますので、手続を行う際には最新版を
確認しましょう。

②所定の様式の説明書を準備
「地理的表示(GI)に基づく原産品としての説明書（様式）」を作成します。
原産品判定依頼時には、この説明書と、GI登録名称の記載された納品書、仕入書、伝票等
の写しを提出します。

対象産品かどうかは農水省のサイトから確認できます！
説明書の様式もこちらのサイトから確認！
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_
kanren/gi.html

GI=Geographical Indication

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/gi.html
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＜参考＞EPA利用手続きの簡素化対象となるGI産品

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

出典：https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/pdf/gi-4.pdf
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A5：発給申請を船積み前にする

発給申請の手続きは船積み前に行うことも可能
発給申請時に入力する船積み日は予定日の情報でも問題ない

輸入者輸出者

輸出に
合わせて
発給申請

送付

日本商工会議所

発給

予定日

船積み日

第一種
特定原産地

証明書
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日商から原産地証明書の取得
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

第三者
証明

認定
輸出者

自社で原産地証明書
を作成

生産証明書の入手

STEP3 STEP4

不要

A6：認定輸出者の認定を受ける

輸出者は自ら原産地証明書の作成ができるため、
日商での手続きよりも早く対応できる
※例えば、市場で仕入れたリンゴをその日のうちに航空便で発送する場合などに利用できる。

採用協定：
日メキシコ協定
日スイス協定
日ペルー協定

RCEP（未発効）

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy

/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/

1904ninteipr2.pdf
＜メリット＞
①発給コストを削減できる
②政府が認定するため、自己証明よりも信頼度がある

第一種
特定

原産地
証明書

④発給
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手続きに手間取って、原産地証明書の
取得が間に合わない場合も出てくるかと
思います。
その場合は、どうしたらよいでしょうか？

いくつか手を打つことができますので、順に紹介しますね！

■Ｑ＆Ａ

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Ａ2：（輸入通関に間に合わなかったら）還付制度を確認する

Ａ1：（船積みに間に合わなかったら）遡及申請をする
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Ｑ：原産地証明書が間に合わなかったらどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A1：（船積みに間に合わなかったら）遡及申請をする

発給申請は、原則、船積みまでに行うこととなっている
しかし、船積み後でも、発給手続きを行うことができる（遡及申請）
※遡及申請ができる期間は協定によって異なるので、各地の日本商⼯会議所へお問合せください。

輸入者輸出者

遡及申請

送付

日本商工会議所

発給

船積み後

予定ではなく
正確な船積み
情報を入力

※輸入申告に間に合う場合

第一種
特定原産地

証明書
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Ｑ：原産地証明書が間に合わなかったらどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A2：（輸入通関に間に合わなかったら）還付制度を確認する

輸入通関時に原産地証明書が間に合わなかった場合でも、
遡及申請を行い、原産地証明書を提出することでEPAを
適用できる可能性はある

※一度支払った関税の還付を受けられるかどうかは、輸入国の国内法によるため、
輸入国側にご確認ください

輸入国税関

輸入
申告

品物

輸入通関後
に提出

一度支払った関税還付？
（国による）

第一種
特定原産地

証明書
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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取得時間や取得コストの削減のためにも、
自己証明制度での手続きにチャレンジしてみたいです！

それでは、自己申告制度の手続きを一緒に進めていきましょう。

第三者証明制度との違いは、

★生産者から「農林産品に係る生産証明書」を取得する必要が無い
★原産地証明書（自己申告書）は自分で作成 という点でしたね！

STEP１

早見表
で協定決定

STEP４

原産地証明書
（自己申告書）

の作成

STEP３

生産証明書
の取得

STEP２

産地
を確認

STEP５

書類
の保存

日商での手続きは必要ありません！

第四部：例題 自己証明制度における手続き

■STEP0 復習！第三者証明制度との違いは？
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MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

自
己
申
告
（自
己
証
明）

認
定
輸
出
者

地域 国名 協定名

使用
する
HS
コード

第
三
者
証
明
（商
工
会
議
所）

りんご（生鮮）

0808.10

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

自己証明制度は＜CPTPP＞が選択肢としてあるんだな！
EPAを使えば無税になるようだし、今回は＜CPTPP＞で挑戦してみよう！

■STEP1 早見表で協定決定

第四部：例題 自己証明制度における手続き

農林水産省が公開しているEPA関税率早見表を見てみましょう！

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
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第三者証明制度の時と基本的には同じです！

■STEP2 産地を確認

第四部：例題 自己証明制度における手続き

契約書、仕入書、伝票などで
確認すればよかったな！

出荷伝票で、
☑ 生産者名：林 五郎
☑ 生産者の所在地・連絡先：果物市リンゴ町2-2(TEL:017-111-2222)
☑ 収穫地：青森県 と確認できました！
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自己証明制度では、生産証明書の取得は必要ありません！

■STEP3 生産証明書の取得

第四部：例題 自己証明制度における手続き

生産
証明書

生産
証明書

第三者証明制度 自己証明制度

証明
の主体

証明制度

日商（＝第三者） 自社

原産品と認めるには、
生産証明書がないとNG！

契約書、仕入書、伝票などで
産地の確認は取れているから
OK！
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https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

協定によって、原産地証明書（自己申告書）の記載方法が異なります。

農林水産省のEPA利用早わかりサイトに、
各協定の《自己申告記載様式・要領》が掲載されているので、
まずはそこを確認しましょう！

うわ、なんだか難しそう。。

■STEP4 原産地証明書の作成

第四部：例題 自己証明制度における手続き

項目を一つ一つ確認しながら一緒に記入していきましょう！
慣れてしまえば、日商の手続きがない分、
原産地証明書取得と比較し時間がかからず対応できますよ！
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

記載事項が決まっています！
記載事項が網羅できていないと、
証明書が無効となるので注意！

証明者は誰か
輸出者、生産者、または輸入者のうちだれ
が原産地証明書を作成したか

輸出者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※生産者が原産地証明書を作成した場合
で、輸出者が特定できない場合は不要。
※輸出者の住所は、締約国内の産品が輸
出された場所とする。

生産者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※生産者が複数いる場合は”various”と
記載、あるいは生産者の一覧を添付。
※生産者を秘匿したい場合
は、”Available upon request by the 
importing authorities”と記載可能。
※生産者の住所は、締約国内の産品が生
産された場所とする。

輸入者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※輸入者の住所は締約国内

対象産品の品名
※品名は対象産品を表すのに充分な形で
記載
※1回限りの原産地証明書の場合、
インボイス番号は原則記載

対象産品のHSコード6桁

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、WO と記載。

対象期間
同一産品の複数回の輸送を対象とする
場合、その期間を記載。
原則、12箇月が限度。

宣誓文
※宣誓文の内容は次ページ参照

証明者の署名、日付
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

I certify that the goods described in this 
document qualify as originating and the 
information contained in this document is 
true and accurate. I assume responsibility 
for proving such representations and agree 
to maintain and present upon request or to 
make available during a verification visit, 
documentation necessary to support this 
certification.

私は、この文書に記載する産品が原産品であり、及び
この文書に含まれる情報が真正かつ正確であることを
証明する。私は、そのような陳述を立証することに責任
を負い、並びにこの証明書を裏付けるために必要な文
書を保管し、及び要請に応じて提示し、または確認の
ための訪問中に利用可能なものとすることに同意する。

宣誓文の内容はこの通りです！
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

それでは一緒に記入していきましょう！

輸出者情報

生産者情報

輸入者情報

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd
9th Floor, Kokusai BLDG. 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-0005, JAPAN
TEL: +81-3-5219-8777   e-mail address: y-taro@tk-trading.co.jp

VIETNAM FRUITS TRADING CO., LTD
20th Floor, Food Tower, Fruits Street, Apple District, Ho Chi Minh, 
VIETNAM
TEL: +84-11-222-3333   e-mail address: apple@vf-trading.com

1

2

3

1

2

3

4 5

7

6

Goro Rin
2-2 Apple, Fruits city, Aomori, 038-5678, JAPAN
TEL: +81-17-111-2222
e-mail address: r-goro@apple-farm.co.jp
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

対象産品の品名、インボイス番号

証明者選択・証明者の署名・日付

一つ一つ確認して記入していったら、
そんなに難しくなかったぞ！
これならボクにもできそうだ！

1

2

3

4 5

stamp
September 15, 2021

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd

☑

Apple
Invoice number: Tokyo-1111

0808.10 WO

HSコード6桁 原産地基準

4

7

6

5 6

7

※

※協定上では「正規の署名」と記載されており、詳細なルールについては言及されておりません。税関の
資料では「サインかスタンプ」といった記載になっております。（「自己申告制度」利用の手引き～CPTPP
～ P.43、45より） https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_tpp.pdf

各国の運用に関しては、輸入者を通じて各国の輸入国税関へご確認の程よろしくお願いします。

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_tpp.pdf
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＜参考＞ー日オーストラリアEPA記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

記載事項が決まっています！
記載事項が網羅できていないと、
証明書が無効となるので注意！

証明者は誰か
輸出者、生産者、または輸入者のうちだれ
が原産地証明書を作成したか

輸出者又は生産者の詳細
氏名又は名称、住所

対象産品の概要
品名、包装の個数及び種類、包装の記号
及び番号、重量及び数量、仕入書の番号
及び日付、積送される貨物を確認するため
の情報

対象産品のHSコード6桁

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、WO と記載。

その他
※該当する場合には、第三国の仕入書の
仕様について記述

証明者の署名、日付
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＜参考＞ー日EU/日英EPA 原産地に関する申告文ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

日EU EPA、日英EPAは、輸出者、生産者が原産地証明書（自己申告書）

を作成する場合、仕入書など商業上の書類※上に自己申告文を記載する
必要があります！ ※仕入書、プロフォーマインボイス、船積書類（パッキングリスト、デリバリーノート等）が該当します

記載文言が決まっているんだね！
この定型文に従って、申告文を作成すればいいのか！

申告適用期間
原産地申告が同一の産品に関する複数回の輸送のために使用され
る場合に、12箇月を超えない範囲で記載。1回のみ適用する場合は、
期間の記載は不要。

輸出者参照番号
日本の輸出者の場合は、日本
の法人番号。法人番号を有しな
い場合は空欄で良い。

産品の原産地

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、Ａ と記載
※A＝第 3.2 条第 1 項 (a) で言
及する産品（すなわち完全生産品）

場所及び日付
当該情報が（申告文を記載する）文
書自体に含まれる場合は省略可。

輸出者の氏名又は名称
（活字体によるもの）
手書きの署名や押印は不要。
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CPTPPの書類保存期限は5年でしたよね。
この3点の書類をセットにして保存しておきます！

■STEP5 書類の保存

第四部：例題 自己証明制度における手続き

輸入国側より、輸出した産品が原産品であるかどうか、
確認の問合せがくる可能性もありますので、

原産品であることを示す証拠書類は保存
しておいて下さいね！

原産地証明書
（自己申告書）

の写し

生産場所の
確認書類

Invoice Packing 
List

BL

船積書類の
写し
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第四部：例題 自己証明制度における手続き

Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

A：原産地証明書（自己申告書）に記載した期間内であれば、

その自己申告書を繰り返し利用可能

輸入者輸出者

送付

作成輸送1回目

輸送2回目

輸送3回目

作成

作成

1 3

4

5

2

輸入申告

輸入申告

輸入申告

期間内だったら、都度 原産地
証明書（自己申告書）を
作らなくてもいいんだ！！

採用協定：
CPTPP

日EU協定
日英協定
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第四部：例題 自己証明制度における手続き

Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

A：自己申告書に記載した期間内であれば、

その自己申告書を繰り返し利用可能
採用協定：

CPTPP
日EU協定
日英協定

対象期間
同一産品の複数回の輸送を対象とする
場合、その期間を記載。
原則、12箇月が限度。

申告適用期間
原産地申告が同一の産品に関する複数回の輸送のために使用され
る場合に、12箇月を超えない範囲で記載。1回のみ適用する場合は、
期間の記載は不要。

＜注意点＞
対象期間を記載する場合は、
INVOICE番号は記載しない。

CPTPP 日EU協定・日英協定
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①日本で生産

②原産品の基準をクリア
原産品 ＝

③根拠書類で立証

加工食品の原産性の立証においては、
「原産品の基準」が生鮮食品とは大きく異なります！

生鮮のりんごにEPAを使う場合の手続きとは
異なる部分があるため注意が必要です。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き
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A 完全生産品
EPA締約国内で完全に生産・採取された産品

B 原産材料のみから
生産される産品

すべての一次材料（二次材料除く）が
EPA締約国内の原産品である産品

C 非原産材料を使用
して生産される産品

非原産（EPAの原産地基準を満たしている根拠資料な
し）材料を使っていてもEPA締約国において「実質的な
製造・加工」が行われ、協定の基準を満たした産品

使用した一次材料が原産かどうかを
検証する方法*

Ｃだけは、材料が非原産材料であるため、
日本国内にて「実質的な製造・加工」を
行ったことを証明する必要が生じます。

*使用した材料すべてを締約国内で完全に得られるものと品目別規則
において要求している場合を除く

関税分類変更基準（CTCルール）

付加価値基準（VAルール）

輸出産品自体ないしすべての材料が
原産かどうかを検証する方法

＊SPルール：非原産材料を用いて特定の加⼯⼯程が行われた場合に、
加⼯物に対して原産資格を付与するというルール。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き
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EPA相談デスクのHPより
お申し込み可能です！

加⼯食品のEPA利用の詳しい手続きについて学びたい方は、
こちらのワークショップにご参加頂くことをお勧めいたします。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き

https://epa-info.go.jp/workshop/
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➢ 農水省設置のEPA利用相談窓口とEPA利用早わかりサイト

又はＥＰＡを利用するために必要な情報を簡単に
入手できる「EPA利用早わかりサイト」をご覧下さい。

etc.

※詳しくは6月10日付農水省プレスリリース「EPA利用相談窓口へのアクセスで問題解決
(税関での超過支払いを是正)！」をご覧ください。EPA利用早わかりサイト

QRコード

どんな些細な疑問にもお答えいたします。
わからないことや困っていること等がありましたら、お気軽に
epariyousoudan＠maff.go.jpにご連絡下さい。

✓日本商⼯会議所での判定依頼がうまくいかない…
✓適切な書類を準備したのに、輸出先国の税関で特恵税率が

認められず、MFN税率を支払わされた…※ etc.

✓ EPAを利用したら関税が下がるの…？
✓ そもそも原産地規則ってなに…？
✓ 商品のHSコード、税率がわからない…
✓ どの協定を利用すれば一番お得なのか、わからない…

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/keizai/210610.html

